
平成２２年の水濁法の改正

について

水質汚濁防止法の改正について

について
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改正 水質汚濁防止法（H２３年４月１日施行）①
（ⅰ）ルールの明確化・厳格化
その１【測定項目】

自主測定の対象項目＝様式第１別紙
４に記載した項目

※届出書の記載事項に過不足があ
る場合は法第７条の変更届等を行う

水質汚濁防止法の改正について

5

通常排水口から

排出される物質 や おそれがある物質

について記載
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水質汚濁防止法の改正について

その２【測定頻度】

１年に１回以上

※旅館業（温泉利用）の場合、ひ素等一部の物質については３年に１回以上

その３【記録の保存】

自主測定した結果の記録については、３年間保存
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その４【罰則】

自主測定の結果の未記録、虚偽記録、未保存等の違反者に対しては、

３０万円以下の罰金
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